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昼
夜
間
独
居
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
来
、
刑
事
施
設
に
お
け
る
革
手
錠
等
の
使
用
の
減
少
や
受
刑
者
の
動
作
要
領
の
緩
和
な
ど
、
被
収
容
者
の
処
遇
を
め

ぐ
っ
て
い
く
つ
か
の
点
で
目
立
っ
た
改
善
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
行
刑
に
お
け
る
人
権
の
国
際
水
準
の
観
点
か
ら
見
て
、

多
い
に
評
価
す
べ
き
こ
と
と
考
え
る
。

行
刑
に
お
け
る
人
権
の
国
際
水
準
か
ら
見
て
、
残
さ
れ
た
重
要
問
題
の
一
つ
に
長
期
の
昼
夜
間
独
居
拘
禁
の
問
題
が
あ
る
。

す
で
に
、
無
期
懲
役
受
刑
者
の
中
に
は
昼
夜
間
独
居
拘
禁
を
二
十
年
以
上
受
け
て
い
る
人
も
数
人
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
お
り
、
す
み
や
か
な
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
昼
夜
間
独
居
拘
禁
の
長
期
化
の
実
態
が
受
刑
者
全
体

に
及
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
根
本
的
な
問
題
と
な
る
。
し
か
る
に
、
矯
正
統
計
年
報
等
を
見
て
も
こ
の
問
題
に
関
す
る

デ
ー
タ
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
わ
が
国
の
昼
夜
間
独
居
拘
禁
全
体
の
実
態
（
期
間
、
待
遇
等
）
と
そ
の
問
題
点
を
把
握
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。

右
の
観
点
か
ら
以
下
、
質
問
す
る
。

一

受
刑
者
を
昼
夜
間
通
じ
て
独
居
房
に
お
い
て
起
居
作
業
さ
せ
る
処
遇
（
以
下
、
便
宜
上
「
昼
夜
間
独
居
」
と
呼
ぶ
）
に
関

し
て
、

一



�

昼
夜
間
独
居
の
う
ち
に
も
「
厳
正
独
居
」
「
緩
和
独
居
」
等
の
い
く
つ
か
の
区
別
が
あ
る
と
聞
く
が
、
ど
の
よ
う
な
種

類
が
あ
る
か
そ
れ
ぞ
れ
の
実
務
上
の
名
称
と
昼
夜
間
独
居
の
総
称
が
あ
っ
た
ら
お
答
え
願
い
た
い
。

�

昼
夜
間
独
居
の
各
種
類
に
つ
い
て
処
遇
の
具
体
的
な
違
い
を
示
さ
れ
た
い
。

�

昼
夜
間
独
居
と
そ
の
他
の
処
遇
（
雑
居
、
夜
間
独
居
）
を
区
別
す
る
法
的
根
拠
、
及
び
昼
夜
間
独
居
の
各
種
類
を
区
別

す
る
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

�

昼
夜
間
独
居
と
そ
の
他
の
処
遇
（
雑
居
、
夜
間
独
居
）
の
対
象
者
を
区
別
す
る
基
準
（
す
な
わ
ち
、
対
象
者
を
昼
夜
間

独
居
と
す
る
事
由
）
、
及
び
昼
夜
間
独
居
の
各
種
類
の
対
象
者
を
区
別
す
る
基
準
を
示
さ
れ
た
い
。

二

全
国
の
刑
務
所
と
医
療
刑
務
所
の
本
所
に
つ
い
て
、
本
年
十
月
一
日
現
在
（
そ
れ
が
不
可
能
な
ら
、
直
近
の
統
計
調
査
可

能
日
現
在
）
昼
夜
間
独
居
処
遇
を
受
け
て
い
る
受
刑
者
に
つ
い
て
、

�

各
施
設
毎
の
人
数
を
、
入
所
時
以
降
の
昼
夜
間
独
居
の
通
算
期
間
が
六
ヶ
月
未
満
、
一
年
未
満
、
二
年
未
満
、
三
年
未

満
、
五
年
未
満
、
五
年
以
上
（
Ｌ
級
刑
務
所
と
医
療
刑
務
所
に
つ
い
て
は
、
「
五
年
以
上
」
に
替
え
て
、
さ
ら
に
十
年
未

満
、
十
年
以
上
）
の
区
別
に
従
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

た
だ
し
、
右
の
人
数
か
ら
は
現
在
も
過
去
も
懲
罰
、
取
調
べ
、
入
所
時
分
類
、
釈
放
前
処
遇
を
理
由
と
す
る
昼
夜
間
独

二



居
し
か
受
け
て
い
な
い
者
を
除
き
、
身
体
的
・
精
神
的
事
由
に
よ
る
者
を
含
め
る
。
右
の
除
外
者
以
外
に
関
す
る
右
の
期

間
区
分
に
つ
い
て
は
、
懲
罰
等
の
事
由
に
よ
る
期
間
も
含
め
る
。

�

�
の
調
査
時
に
お
け
る
各
施
設
の
実
収
容
人
員
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

各
施
設
で
昼
夜
間
独
居
の
通
算
期
間
が
最
長
の
者
に
つ
い
て
、
昼
夜
間
独
居
の
通
算
期
間
、
刑
期
（
執
行
刑
期
）
、
既

執
行
刑
期
、
工
場
出
役
期
間
の
有
無
・
回
数
、
昼
夜
間
独
居
処
遇
が
継
続
さ
れ
て
い
る
主
な
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

た
だ
し
、
Ｌ
級
刑
務
所
と
医
療
刑
務
所
、
及
び
府
中
刑
務
所
、
大
阪
刑
務
所
、
黒
羽
刑
務
所
に
つ
い
て
は
、
昼
夜
間
独

居
の
通
算
期
間
の
長
さ
が
上
位
三
位
ま
で
の
者
に
つ
き
、
右
の
各
項
目
に
回
答
さ
れ
た
い
。

三

右
二
の
各
施
設
に
つ
い
て
、
一
九
九
五
年
末
及
び
一
九
九
〇
年
末
に
お
け
る
右
二
�
の
対
象
者
の
総
数
に
相
当
す
る
人
数

（
い
わ
ゆ
る
「
処
遇
上
昼
夜
間
独
居
者
」
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
施
設
ご
と
の
人
数
の
推
移
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


